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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年3月2日(2015.3.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキマー開口部と、下流のイオン抽出光学系とを有するスキマー装置を備える質量分光
計の真空インターフェースを動作させる方法であって、
　前記スキマー開口部を通して膨張プラズマをスキミングすることと、
　前記スキマー装置に隣接する前記スキミングされたプラズマの一部分を、前記スキミン
グされたプラズマの残部から前記スキマー装置内で分離すること
とを含み、
　前記残部を前記イオン抽出光学系の方へ膨張させつつ、前記分離された部分が前記イオ
ン抽出光学系に達することを防ぐ手段を講じることにより前記分離が行われ、
　前記手段が、前記スキマー装置内に設けられたチャンネル部材によって配置される１つ
以上のチャンネルを備え、前記スキマー装置に隣接する前記スキミングされたプラズマの
前記一部分が、前記一部分を前記１つ以上のチャンネルへと迂回させることによって分離
される、質量分光計の真空インターフェースを動作させる方法。
【請求項２】
　前記分離するステップが、前記プラズマの前記残部で衝撃波が生じる領域の上流で起こ
る請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記スキマー装置に隣接する前記スキミングされたプラズマの前記一部分が、前記プラ
ズマと前記スキマー装置の内部表面との境界層を備える請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記スキマー装置に隣接する前記スキミングされたプラズマの前記一部分が、前記一部
分を前記イオン抽出光学系により生成されたイオン抽出フィールドから遠ざかるように迂
回させることによって分離される請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記スキマー装置の内部表面が、第１の輪郭を有し、前記チャンネル部材の外面が、第
２の輪郭を有し、前記第２の輪郭が、前記第１の輪郭との間で相補形をなして前記１つ以
上のチャンネルを画定する請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項６】
　前記チャンネル部材が、前記チャンネル部材を通る１つ以上の開口部分および／または
前記チャンネル部材内の１つ以上の樋を備え、前記スキミングされたプラズマの前記一部
分が、前記１つ以上の開口部および／または前記１つ以上の樋の中へと迂回させられる請
求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　吸着性材料が、前記１つ以上のチャンネルの少なくとも１つの領域に配置される請求項
１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つ以上のチャンネルが、真空ポンプ輸送される請求項１～７のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項９】
　前記チャンネル部材が、１つ以上のガス導入口をさらに備え、ガスが前記スキミングさ
れたプラズマに供給される請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ガスが、反応ガスである請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ガスが、前記プラズマの前記残部が前記スキマー装置の軸の方に向かうように供給
される請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記スキミングされたプラズマの前記迂回させられた一部分が、前記スキマー装置内で
熱流を調節する請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記チャンネル部材が、前記スキマー装置に対して電気的に中性である請求項１～１２
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記手段が、前記スキマー装置の内部表面上に配置された吸着性材料またはゲッタ材料
をさらに備え、前記スキマー装置に隣接する前記スキミングされたプラズマの前記一部分
が、前記吸着性材料によって前記一部分が吸着することにより分離される請求項１～３お
よび７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記吸着性材料またはゲッタ材料が、金属、好ましくはチタン、ガラス、蒸発性ゲッタ
、非蒸発性ゲッタ、セラミックス材料、沸石、ゲッタ材料と併用した沸石、ゲッタ被覆ス
ポンジ、アルミニウムスポンジの１つ以上および、炭素または活性炭を備える請求項７ま
たは１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記スキマー開口部に隣接する前記スキマー装置の内部表面が、従前のあるいは現在の
プラズマ流からの物質を堆積し得るプラズマ堆積領域を備え、前記分離するステップが、
前記プラズマ堆積領域の下流で起こる請求項１～１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記スキマー装置の内部表面に第１のあるいは追加的なゲッタ材料または吸着性材料を
堆積するステップをさらに備える請求項１～１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の方法ステップを含むプラズマ質量分光測定法を
行う方法。
【請求項１９】
　質量分光計の真空インターフェースのためのスキマー装置であって、
　内部表面と、
　前記スキマー装置を通してプラズマをスキミングしてスキミングされたプラズマを前記
スキマー開口部の下流に流すためのスキマー開口部と、
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　前記スキマー装置の前記内部表面上に配置され、前記スキマー装置の前記内部表面に隣
接する前記スキミングされたプラズマの一部分を、前記スキミングされたプラズマの残部
を下流に膨張させつつ前記残部から前記スキマー装置内で分離するためのプラズマ分離手
段とを備え、
　前記プラズマ分離手段が、前記スキマー装置内に配置されたチャンネル部材により画定
される１つ以上のチャンネルを備えるスキマー装置。
【請求項２０】
　前記スキマー装置の前記内部表面が、第１の輪郭を有し、前記チャンネル部材の外面が
、第２の輪郭を有し、前記第２の輪郭が、前記第１の輪郭との間で相補形をなして前記１
つ以上のチャンネルを画定する請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記１つ以上のチャンネルが、前記チャンネル部材を通る１つ以上の開口部分により画
定され、および／または前記チャンネル部材に形成された１つ以上の樋と、前記スキマー
装置の前記内部表面との間に画定される請求項１９または２０に記載の装置。
【請求項２２】
　吸着性材料が前記１つ以上のチャンネルの少なくとも１つの領域に配置される請求項１
９～２１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２３】
　前記チャンネル部材が、前記スキミングされたプラズマにガスを供給するための１つ以
上のガス導入口をさらに備える請求項１９～２２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２４】
　反応ガスの供給をさらに備える請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記１つ以上のガス導入口が、ガスの前記供給を前記スキマー装置の軸の方に向かわせ
るように配列された請求項２３または２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記スキマー装置の前記内部表面が、前記スキマー開口部を画定する開口先端を有する
円錐区画を備える請求項１９～２５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２７】
　スキマー装置軸が、前記スキマー開口部を通して画定され、前記円錐区画が、前記スキ
マー装置軸に対して１５°～３０°の、好ましくは２３．５°の角度αを画定する請求項
２６に記載の装置。
【請求項２８】
　スキマー装置軸が、前記スキマー開口部を通して画定され、前記チャンネル部材の内部
表面が、前記スキマー装置軸に対して－１５°～３０°の、好ましくは３°の角度βを画
定する請求項１９～２７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２９】
　前記１つ以上のチャンネルが、０．３ｍｍ～１ｍｍの、好ましくは０．５ｍｍの幅を有
する請求項１９～２８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項３０】
　スキマー開口部の直径が、０．２５ｍｍ～１．０ｍｍ、好ましくは０．５ｍｍである請
求項１９～２９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項３１】
　前記スキマー開口部から前記１つ以上のチャンネルまでの距離が、１ｍｍ～６ｍｍ、好
ましくは３．５ｍｍである請求項１９～３０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項３２】
　前記スキマー開口部から前記チャンネル部材の下流側端部までの距離が、２ｍｍ～１２
ｍｍ、好ましくは７．５ｍｍである請求項１９～３１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項３３】
　前記プラズマ分離手段が、前記スキマー装置の内部表面上に配置された吸着性材料また
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はゲッタ材料をさらに備える請求項１９または２２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記吸着性材料またはゲッタ材料が、金属、好ましくはチタン、ガラス、蒸発性ゲッタ
、非蒸発性ゲッタ、セラミックス材料、沸石、ゲッタ材料と併用した沸石、ゲッタ被覆ス
ポンジ、アルミニウムスポンジの１つ以上および、炭素または活性炭を備える請求項２２
または３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記スキマー開口部に隣接する前記スキマー装置の内部表面が、従前のあるいは現在の
プラズマ流からの物質を堆積し得るプラズマ堆積領域を備え、前記プラズマ分離手段は、
前記プラズマ堆積領域の下流に配置される請求項１９～３４のいずれか１項に記載の装置
。
【請求項３６】
　請求項１９～３５のいずれか１項に記載の前記スキマー装置を備えるプラズマ質量分光
計。
【請求項３７】
　前記スキマー装置の内部表面に第１のあるいは追加的なゲッタ材料または吸着性材料が
設けられる請求項１９～３６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項３８】
　スキマー開口部と、内部表面とを有するスキマー装置を備える質量分光計のプラズマ－
真空インターフェースを動作させる方法であって、チャンネル形成部材を前記スキマー装
置内に設けることにより、前記スキマー装置の前記内部表面に沿って外向きの流れを確立
することを含む方法。
【請求項３９】
　前記外向きの流れが、前記スキマー開口部からの層流である請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記外向きの流れが、前記スキマー開口部から０．１ｍｍ～５ｍｍの範囲にわたる層流
である請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　請求項１～１８のいずれか１項にさらに従属するときの請求項３８～４０のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項４２】
　図１～２、および４～５のいずれかを参照しながら実質的に本明細書に説明されている
方法。
【請求項４３】
　図１～２、および４～５のいずれかを参照しながら実質的に本明細書に説明されている
スキマー装置またはプラズマ質量分光計。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、スキマー開口部と、下流のイオン抽出光学系とを有するスキ
マー装置を備える質量分光計の真空インターフェースを動作させる方法が提供され、この
方法は、スキマー開口部を通して膨張プラズマをスキミングすることと、スキマー装置に
隣接するスキミングされたプラズマの一部分を、スキミングされたプラズマの残部からス
キマー装置内で分離することとを含み、この分離は、残部をイオン抽出光学系の方へ膨張
させつつ、分離された部分がイオン抽出光学系に達することを防ぐ（すなわち、阻止また
は妨害する）手段を講じることにより行われ、この手段が、スキマー装置内に設けられた
チャンネル部材によって配置される１つ以上のチャンネルを備え、スキマー装置に隣接す
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るスキミングされたプラズマの一部分が、この一部分を１つ以上のチャンネルへと迂回さ
せることによって分離される。スキマー装置は、円錐状の開口部を有するスキマーコーン
であることが好ましい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　理解されるように、使用に内部に物質が堆積したスキマーの問題を考慮して本発明は、
そのような堆積物が、後になってイオン抽出光学系の方へと膨張するプラズマと接触する
ことを防ぐか、または接触する程度を減少させることで、メモリー効果の一因とならない
ようにすることを目指すものである。すなわち、本発明の実施形態は、（プラズマとの相
互作用などの様々なプロセスによって）遊離された堆積物質を、堆積物質がオリフィスを
ふさぐか、またはプラズマ中へ再導入されるおそれがある、スキマー装置オリフィス付近
またはすぐ下流の堆積領域から分離して、さらに遠ざかった下流領域で除去またはトラッ
ピングされるようにする。下流領域では、システムに対するかなり低い汚染リスクで物質
を堆積することが可能で、物質はイオン抽出領域のフィールドを妨害しない（あるいは少
なくとも妨害するとしてもごくわずかな程度である）。空間上の制約が問題となることは
あまりない。それはシステムを滞らせずに多量の物質がそこに堆積し得るという意味であ
り、物質が再度遊離されても、「後方に」（すなわち上流側つまり径方向内側に）流れて
測定に影響を及ぼす可能性は、かなり減少される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明のさらなる一態様によれば、内部表面と、スキマー装置を通してプラズマをスキ
ミングして、スキミングされたプラズマをスキマー装置の下流に供給するためのスキマー
開口部を有するスキマー装置と、スキマー装置の内部表面上に配置され、スキミングされ
たプラズマの残部を下流に膨張させつつ、スキマー装置の内部表面に隣接するスキミング
されたプラズマの一部分をスキミングされたプラズマの残部からスキマー装置内で分離す
るためのプラズマ分離手段とを備え、プラズマ分離手段が、スキマー装置内に配置された
チャンネル部材により画定される１つ以上のチャンネルを備える質量分光計の真空インタ
ーフェースのためのスキマー装置が提供される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明のさらなる一態様によれば、スキマー開口部と、内部表面とを有するスキマー装
置を備える質量分光計のプラズマ－真空インターフェースを動作させる方法が提供され、
この方法は、チャンネル形成部材をスキマー装置内に設けることにより、スキマー装置の
内部表面に沿って外向きの流れを確立することを含む。この外向きの流れは層流であるこ
とが好ましい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　好適には、この方法は、内部表面上に吸着性材料料またはゲッタ材料料を配置するステ
ップをさらに含む。内部表面は、従前のあるいは現在のプラズマ流からの物質を堆積し得
る堆積領域を備えていることが好ましく、材料は内部表面の少なくとも堆積領域の、少な
くとも一部（より好ましくは全部）に配置されることが好ましい。この配置ステップは、
従前に配置された材料をリフレッシュするために断続的に行なわれてもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　好適には、スキマー装置は、スキマー装置の内部表面に配置された吸着性材料またはゲ
ッタ材料をさらに備える。


	header
	written-amendment

